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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 2月 7日 (2005.2.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 コ ン テ ン ツ 受 信 に お い て 第 １ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 し 、 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 の
興 味 の あ る コ ン テ ン ツ を 掲 載 し た コ ン テ ン ツ を 識 別 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 に お い て 第 ２ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 し 、 前 記 掲 載 さ れ た コ ン
テ ン ツ の 要 求 を 自 動 的 に 開 始 す る ス テ ッ プ と を 含 む 、 コ ン テ ン ツ 受 信 に お い て 行 わ れ る
方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　

請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 に お い て

す る ス テ ッ プ を 含 む 請 求 項 １ に 記 載
の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　

す る ス テ ッ プ 請 求 項 に
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信

請
求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ５ に 記 載 の 方 法 。
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前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部 を 前 記 コ ン テ ン ツ プ ロ バ イ ダ に 知 ら せ る こ と な く 前 記 方 法 が 行 わ
れ る

部 第 ３ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 し 、 前 記 第 ２ の プ ロ グ ラ
ム コ ー ド の 実 行 に 対 し て 、 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部 が 受 信 し た 前 記 掲 載 さ れ た コ ン テ ン ツ は
な い と い う 通 知 を 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部 に 提 供 さ ら に

前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部 に お い て 第 ３ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 し 、 前 記 第 ２ の プ ロ グ ラ
ム コ ー ド の 実 行 に 対 し て 、 前 記 掲 載 さ れ た コ ン テ ン ツ を 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部 に お い て 受
信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 ん で お り 、 前 記 第 ３ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 す る ス テ ッ プ が
、 セ ッ シ ョ ン が ア ク テ ィ ブ で あ る 場 合 に は 該 セ ッ シ ョ ン の 背 後 に 前 記 掲 載 さ れ た コ ン テ ン
ツ が 表 示 さ れ る よ う に 前 記 第 ３ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 を 含 む １

部 に お い て 第 ４ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 し 、 前 記 第 ２ お よ び 第 ３
の プ ロ グ ラ ム コ ー ド の 実 行 に 対 し て 、 前 記 掲 載 さ れ た コ ン テ ン ツ を 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部
に お い て 受 信 し た と い う 通 知 を 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部 に 提 供 す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む

４

前 記 通 知 が ア イ コ ン で あ る



【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 に お い て

る ス テ ッ プ を 含 む 請 求 項 ５ に
記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　

る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 請 求 項 に 記 載 の
方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 に お い て

す る ス テ ッ プ を さ ら に 含 む 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 に お い て 第 ３ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 し 、 前 記

　
す る ス テ ッ プ を

さ ら に 含 む 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 コ ン テ ン ツ 受 信 部 （ ｒ ｅ ｃ ｉ ｐ ｉ ｅ ｎ ｔ ） に お い て 行 わ れ る 方 法
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 コ ン テ ン ツ 提 供 者 サ イ ト に
掲 載 さ れ た ソ フ ト ウ エ ア ・ ノ ー ト へ の コ ン テ ン ツ 受 信 者 に よ る ア ク セ ス を 可 能 に す る 装 置
に 関 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 図 ５ お よ び 図 ６ に 示 す よ う に 、 通 知 子 ８ ２ は ２ つ の 部 分 を 有 す る 。 第 １ の 部 分 ８ ２ ａ は
、 一 般 的 に は 図 ３ に 示 し た ノ ー ト ２ ２ の よ う な ノ ー ト パ ッ ド を 表 す 記 号 で あ る 。 第 ２ の 部
分 ８ ２ ｂ は 、 一 般 的 に は ノ ー ト 面 を 表 示 す る パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ を 表 す 記 号 で あ る 。
第 １ お よ び ／ ま た は 第 ２ の 部 分 ８ ２ ａ お よ び ／ ま た は ８ ２ ｂ は 点 滅 す る よ う に 構 成 し て 、
ノ ー ト が 受 信 さ れ た も の の コ ン テ ン ツ 受 信 者 が 未 だ 開 い て な い こ と を 示 す よ う に し て も
よ い 。 さ ら に 、 第 １ お よ び ／ ま た は 第 ２ の 部 分 ８ ２ ａ お よ び ／ ま た は ８ ２ ｂ は シ ス テ ム ト
レ イ 内 、 シ ス テ ム ツ ー ル バ ー 内 、 ま た は ア プ リ ケ ー シ ョ ン バ ー 内 等 の 他 の 位 置 で あ っ て も
よ い 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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部 第 ５ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 す る こ と に よ り 、 前 記 通
知 に 関 す る 操 作 時 に 、 前 記 掲 載 さ れ た コ ン テ ン ツ が ユ ー ザ に 見 え る よ う に 前 記 セ ッ シ ョ ン
を 貫 通 し て 前 記 掲 載 さ れ た コ ン テ ン ツ が 焼 き 付 け ら れ さ ら に

前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部 に お い て 第 ５ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 す る こ と に よ り 、 前 記 通
知 に 関 す る 操 作 時 に 、 前 記 掲 載 さ れ た コ ン テ ン ツ が ユ ー ザ に 見 え る よ う に 前 記 セ ッ シ ョ ン
の 前 面 に 前 記 掲 載 さ れ た コ ン テ ン ツ が 表 示 さ れ ５

部 前 記 コ ン テ ン ツ プ ロ バ イ ダ か ら 前 記 第 ２ の プ ロ グ ラ ム コ
ー ド を 電 子 的 に 受 信

部 掲 載 さ れ た コ ン
テ ン ツ を 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部 に お い て 受 信 す る ス テ ッ プ と 、

前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部 に お い て 第 ４ の プ ロ グ ラ ム コ ー ド を 実 行 し 、 前 記 掲 載 さ れ た コ ン
テ ン ツ を 受 信 し た こ と を 前 記 コ ン テ ン ツ 受 信 部 に 通 知 す る 通 知 子 を 表 示 と

（ ｐ ｒ ｏ ｖ ｉ ｄ ｅ ｒ ： プ ロ バ イ ダ と も よ ば れ る ）

い



【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 図 １ １ に 示 す よ う に 、 第 一 者 の 役 目 を す る コ ン テ ン ツ 提 供 者 １ ５ ０ に よ っ て ノ ー ト ２ ２
を 新 た に 掲 載 す る こ と が で き る 。 コ ン テ ン ツ 受 信 者 １ ５ ２ は 、 プ ロ グ ラ ム ６ ０ を 用 い て ノ
ー ト の 取 得 な ど の ノ ー ト に 関 す る ア ク テ ィ ビ テ ィ を 行 う が 、 こ こ で コ ン テ ン ツ 受 信 者 １ ５
２ は 第 二 者 で あ る 。 コ ン テ ン ツ 提 供 者 １ ５ ０ に よ っ て 掲 載 さ れ る コ ン テ ン ツ は 、 コ ン テ ン
ツ 供 給 者 １ ５ ４ に よ っ て コ ン テ ン ツ 提 供 者 １ ５ ０ に 供 給 さ れ る 。 支 払 い は 、 コ ン テ ン ツ 提
供 者 １ ５ ０ に よ っ て 受 取 人 １ ５ ６ に 対 し て 行 わ れ る 。 こ の モ デ ル の 例 で は 、 受 取 人 １ ５ ６
は 、 コ ン テ ン ツ 者 １ ５ ４ の 債 権 者 、 財 政 的 な 後 援 者 、 ま た は 全 プ ロ セ ス の 支 援 者 で あ
る 場 合 も あ り 、 コ ン テ ン ツ 提 供 者 １ ５ ０ は 受 取 人 １ ５ ６ へ の 料 金 の 支 払 い に 同 意 し て い る
。 料 金 は 定 額 料 金 、 あ る い は コ ン テ ン ツ 受 信 者 １ ５ ２ が コ ン テ ン ツ に ア ク セ ス す る か 、 購
入 す る か 、 も し く は 逆 に そ の コ ン テ ン ツ に 基 づ い て 価 値 の あ る も の を 提 供 す る 毎 に 支 払 う
料 金 等 で あ る 場 合 も あ る 。 図 １ ０ の 場 合 と 同 様 に 、 図 １ １ の ビ ジ ネ ス モ デ ル に お い て 他 の
料 金 も 支 払 わ れ る こ と も あ る 。
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